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(57)【要約】
【課題】旋回中に車両を安定させることができる電動車
両を提供すること。
【解決手段】電動車両１は、旋回量を検出する横加速度
センサ５０と、検出した旋回量に応じて、モータ１０の
ブレーキ回生量の上限値を算出する回生トルク算出部６
０と、横加速度センサ５０により旋回量を検出した場合
には、車輪８０を駆動するモータ１０のブレーキ回生量
を上限値に制限するモータ制御部７０と、を有し、ブレ
ーキペダルの踏下量に応じて車輪８０の制動量を算出し
、当該算出した制動量に基づいて、モータ１０のブレー
キ回生量、および車輪８０を機械的に制動する油圧ブレ
ーキ３０の制動量を制御するブレーキ分配制御部４０は
、モータ制御部７０によるブレーキ回生量の制限量に応
じた制動量を、油圧ブレーキ３０により発生させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車輪を駆動するモータと、
　前記車輪がロックされたことを検出する車輪ロック検出手段と、
　前記車輪を機械的に制動する制動装置と、
　ブレーキペダルの踏下量に応じて前記車輪の制動量を算出し、当該算出した制動量に基
づいて、前記モータのブレーキ回生量および前記制動装置の制動量を制御する制動手段と
、を有し、
　前記制動手段は、前記車輪ロック検出手段により車輪がロックされたことを検出した場
合、前記モータのブレーキ回生を停止し、前記制動装置により前記車輪を制動する電動車
両であって、
　旋回量を検出する旋回量検出手段と、
　当該旋回量検出手段により検出した旋回量に応じて、前記モータのブレーキ回生量の上
限値を算出するブレーキ回生上限値算出手段と、
　前記旋回量検出手段により旋回量を検出した場合には、前記モータのブレーキ回生量を
前記上限値に制限するブレーキ回生制限手段と、をさらに有し、
　前記制動手段は、前記ブレーキ回生制限手段による前記ブレーキ回生量の制限量に応じ
た制動量を、前記制動装置により発生させることを特徴とする電動車両。
【請求項２】
　前記ブレーキ回生上限値算出手段は、前記旋回量が大きくなるに従って、前記上限値を
小さくすることを特徴とする請求項１に記載の電動車両。
【請求項３】
　前記制動装置は、油圧を昇降させることで制動量を制御可能な油圧ブレーキであること
を特徴とする請求項１または請求項２に記載の電動車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、動力源としてモータを用いる電動車両が知られている。この電動車両では、
制動手段として、油圧ブレーキや電動ブレーキ等の機械的に車輪を制動する制動装置の他
に、モータの回生トルクを利用したブレーキ回生が用いられる場合がある。
【０００３】
　この場合、運転者によるブレーキペダルの踏下量に応じて制動量を決定し、この制動量
を、制動装置とブレーキ回生とに分配する、ブレーキ協調制御がなされる。このブレーキ
協調制御では、制動量の分配率は、モータの能力、バッテリの残量、モータの回転数等に
より決定されるが、エネルギ効率を向上するため、ブレーキ回生による制動量ができるだ
け多くなるように決定される。
【０００４】
　ところで、上述のような電動車両では、急ブレーキをかけながら旋回する場合、車輪が
ロックしやすくなる。そこで、車輪がロックしないように、制動量を制御するＡＢＳ（Ａ
ｎｔｉｌｏｃｋ　Ｂｒａｋｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）制御が用いられる。
　具体的には、例えば、ＡＢＳ制御が開始されると、ブレーキ回生を中止すると共に、車
輪のロック状態に応じて、制動装置に供給する流体圧を増減させて、制動装置による制動
量を調整する（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－２７５７０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　上述のように、ブレーキ協調制御では、ブレーキ回生量をできるだけ多くしているため
、ＡＢＳ制御によりブレーキ回生を中止すると、短時間に大量のブレーキ回生量が減少す
ることになる。よって、このブレーキ回生の減少分を補うために、制動装置による制動量
を急激に増加させる必要がある。
【０００６】
　しかしながら、ブレーキ回生については、モータの負荷を調整することで瞬時に回生量
を変更可能であるが、制動装置については、機械的動作を伴うため、応答に時間がかかっ
てしまう。よって、制動装置による制動量を急激に増加させることは困難であり、その結
果、減速加速度が急激に減少する、という問題があった。
　そこで、ブレーキ回生量を緩やかに減少させることが考えられるが、このようにすると
、制動量を十分に減少させることができず、車輪がロックされた状態が継続し、アンダー
ステアになりやすい、という問題があった。
【０００７】
　そこで本発明は、旋回中に車両を安定させることができる電動車両を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電動車両は、車輪を駆動するモータ（例えば、後述のモータ１０）と、前記車
輪がロックされたことを検出する車輪ロック検出手段（例えば、後述の車輪ロック検出部
２０）と、前記車輪を機械的に制動する制動装置（例えば、後述の油圧ブレーキ３０）と
、ブレーキペダルの踏下量に応じて前記車輪の制動量を算出し、当該算出した制動量に基
づいて、前記モータのブレーキ回生量および前記制動装置の制動量を制御する制動手段（
例えば、後述のブレーキ分配制御部４０）と、を有し、前記制動手段は、前記車輪ロック
検出手段により車輪がロックされたことを検出した場合、前記モータのブレーキ回生を停
止し、前記制動装置により前記車輪を制動する電動車両であって、旋回量を検出する旋回
量検出手段（例えば、後述の横加速度センサ５０）と、当該旋回量検出手段により検出し
た旋回量に応じて、前記モータのブレーキ回生量の上限値を算出するブレーキ回生上限値
算出手段（例えば、後述の回生トルク算出部６０）と、前記旋回量検出手段により旋回量
を検出した場合には、前記モータのブレーキ回生量を前記上限値に制限するブレーキ回生
制限手段（例えば、後述のモータ制御部７０）と、をさらに有し、前記制動手段は、前記
ブレーキ回生制限手段による前記ブレーキ回生量の制限量に応じた制動量を、前記制動装
置により発生させることを特徴とする。
【０００９】
　この発明によれば、車両が旋回を開始すると、旋回量に応じてモータのブレーキ回生量
の上限値を算出し、モータのブレーキ回生量を、この算出した上限値に制限する。さらに
、このブレーキ回生量の制限量に応じた制動量を、制動装置により発生させる。
　よって、車両が旋回を開始した後に車輪がロックしても、車輪がロックした際には、制
動装置による制動量が十分確保されているので、制動装置による制動に円滑に移行でき、
車両を安定させることができる。
【００１０】
　この場合、前記ブレーキ回生上限値算出手段は、前記旋回の量が大きくなるほど、前記
上限値を小さくすることが好ましい。
【００１１】
　旋回量が大きくなるほど、車両の安定性が低くなり、車輪がロックする可能性は高まる
。そこで、この発明によれば、旋回量が大きくなるに従って、ブレーキ回生量の上限値を
小さくしたので、回生量を確保しつつ、制動装置による制動に円滑に移行できる。
【００１２】
　この場合、前記制動装置は、油圧を昇降させることで制動量を制御可能な油圧ブレーキ
であることが好ましい。
【００１３】
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　油圧ブレーキは、制動力を得るための油圧の上昇に時間がかかるので、旋回量に応じて
予め油圧を上昇させておくことで、より有効に車両を安定させることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、車両が旋回を開始すると、旋回量に応じてモータのブレーキ回生量の
上限値を算出し、モータのブレーキ回生量を、この算出した上限値に制限する。さらに、
このブレーキ回生量の制限量に応じた制動量を、制動装置により発生させる。よって、車
両が旋回を開始した後に車輪がロックしても、車輪がロックした際には、制動装置による
制動量が十分確保されているので、制動装置による制動に円滑に移行でき、車両を安定さ
せることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態に係る電動車両１の概略構成を示すブロック図である。
【００１７】
　電動車両１は、車輪８０と、車輪８０を駆動するモータ１０と、車輪８０がロックされ
たことを検出する車輪ロック検出手段としての車輪ロック検出部２０と、車輪８０を機械
的に制動する制動装置としての油圧ブレーキ３０と、モータ１０のブレーキ回生量および
油圧ブレーキ３０の制動量を制御する制動手段としてのブレーキ分配制御部４０と、旋回
量を検出する旋回量検出手段としての横加速度センサ５０と、モータ１０のブレーキ回生
量の上限値を算出するブレーキ回生上限値算出手段としての回生トルク算出部６０と、モ
ータ１０のブレーキ回生量をこの上限値に制限するブレーキ回生制限手段としてのモータ
制御部７０と、を有する。
【００１８】
　モータ１０は、車輪８０に対する回生ブレーキとしても動作する。
　油圧ブレーキ３０は、ブレーキ分配制御部から出力された油圧ブレーキトルクに基づい
て、油圧を昇降させて、制動量としての油圧ブレーキトルクを発生させる。
【００１９】
　回生トルク算出部６０は、ブレーキ分配制御部４０からブレーキ回生トルクの要求値が
入力されると、図２に従って、横加速度センサ５０が検出した横加速度に基づいて、モー
タ１０のブレーキ回生トルクの上限値を算出し、ブレーキ分配制御部４０に出力する。
　また、アクセルペダルの開度に応じたアクセル回生トルクと、ブレーキ回生トルクの上
限値との和を回生トルクとして求めて、この求めた回生トルクをモータ制御部７０に出力
する。
【００２０】
　図２は、横加速度とブレーキ回生トルクの上限値と、の関係を示す図である。
【００２１】
　横加速度は、旋回量が大きくなるに従って増加する。
　電動車両１が直進、または、わずかに旋回している場合は、安定して走行できるため、
ブレーキ回生トルクの上限値は一定である。しかし、旋回量が増加するに従って、走行中
の安定性が低下するため、ブレーキ回生トルクの上限値を制限して、ブレーキ回生トルク
の上限値を減少させる。ここで、電動車両１が旋回中でない場合には、回生トルクを制限
しない。
【００２２】
　なお、本実施形態では、横加速度センサ５０を用いたが、これに限らず、ヨーレートセ
ンサや操舵角センサを用いてもよい。さらに、これらのセンサと速度センサや前後方向加
速度センサ等とを組み合わせて用いてもよい。
　本実施形態では、横加速度とブレーキ回生トルクの上限値との関係を示す図２を用いた
が、ヨーレートセンサや操舵角センサを用いた場合には、ヨーレートや操舵角とブレーキ
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回生トルクの上限値との関係を示す図を用いて上限値を算出してよい。
【００２３】
　モータ制御部７０は、回生トルク算出部６０から出力された回生トルクに基づいて、モ
ータ１０を制御する。
【００２４】
　ブレーキ分配制御部４０は、ブレーキペダルの踏下量に応じて車輪８０の制動量を算出
し、この制動量をブレーキ回生トルクと油圧ブレーキトルクとに分配する。
　ここで、できるだけ多くのブレーキ回生トルクを得るために、ブレーキ回生トルクの要
求値を回生トルク算出部６０に入力し、回生トルク算出部６０からブレーキ回生トルクの
上限値を取得する。ブレーキ回生トルクがこの取得した上限値となるように、制動量をブ
レーキ回生トルクと油圧ブレーキトルクとに分配する。
【００２５】
　つまり、電動車両１が旋回を開始し、横加速度センサ５０により横加速度を検出した場
合には、回生トルク算出部６０によりブレーキ回生トルクの上限値が算出されるので、ブ
レーキ分配制御部４０は、ブレーキ回生トルクの要求値とブレーキ回生トルクの上限値と
の差を、油圧ブレーキトルクへさらに分配する。
【００２６】
　その後、ブレーキ分配制御部４０は、車輪ロック検出部２０により車輪８０がロックさ
れたことを検出すると、ブレーキ回生トルクの要求値をゼロにして、モータ１０のブレー
キ回生を停止する。同時に、必要な制動量を油圧ブレーキトルクへ分配し、油圧ブレーキ
３０により車輪８０を制動する、いわゆるＡＢＳ制御に移行する。このことにより、回生
ブレーキを生み出す回生トルクは、アクセル回生トルクのみとなり、一方で、油圧ブレー
キトルクが上昇することとなる。
【００２７】
　図３は、電動車両１のブレーキ制御を示すフローチャートである。
【００２８】
　Ｓ１では、ブレーキ分配制御部４０は、ブレーキによる減速要求があるか否かを判定す
る。Ｓ１の判定がＹＥＳの場合には、制動する必要があるためＳ２に移る。一方、Ｓ１の
判定がＮＯの場合には、制動する必要がないため、処理を終了する。
【００２９】
　Ｓ２では、回生トルク算出部６０は、モータ１０に発生させる回生トルクを算出する回
生トルク算出処理を行い（図４参照）、ブレーキ回生トルクを上限値に制限する。
【００３０】
　Ｓ３では、ブレーキ分配制御部４０は、Ｓ２にて制限したブレーキ回生トルクの減少分
を油圧ブレーキで補充する。
【００３１】
　Ｓ４では、車輪ロック検出部２０は、車輪８０がロックしたか否かを判定する。Ｓ４の
判定がＹＥＳの場合には、ＡＢＳ制御を行うためＳ５に移る。一方、Ｓ４の判定がＮＯの
場合には、ＡＢＳ制御を行わないため処理を終了する。
【００３２】
　Ｓ５では、ブレーキ分配制御部４０は、ブレーキ回生トルクの要求値をゼロにすること
でブレーキ回生トルクをカットし、モータ１０の回生ブレーキはアクセル回生トルクのみ
とする。
【００３３】
　Ｓ６では、ブレーキ分配制御部４０は、油圧ブレーキトルクを上昇させ、油圧ブレーキ
３０によるＡＢＳ制御に移行する。
【００３４】
　図４は、回生トルク算出処理（図３のＳ２）のフローチャートである。
【００３５】
　Ｓ１１では、回生トルク算出部６０は、図２に基づいて、ブレーキ回生トルクの上限値
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を算出する。つまり、電動車両１が旋回中のときには、回生トルクを制限し、旋回中でな
いときには、回生トルクを制限しない。
【００３６】
　Ｓ１２では、回生トルク算出部６０は、ブレーキ回生トルクの要求値が、Ｓ１１で算出
した上限値より大きいか否かを判定する。Ｓ１２の判定がＹＥＳの場合には、ブレーキ回
生トルクとして要求値を設定し（Ｓ１３）、Ｓ１２の判定がＮＯの場合には、ブレーキ回
生トルクとして上限値を設定する（Ｓ１４）。
【００３７】
　Ｓ１５では、回生トルク算出部６０は、回生トルクとして、Ｓ１３またはＳ１４にて設
定したブレーキ回生トルクと、アクセル回生トルクとの和を設定し、処理を終了する。
【００３８】
　図５は、電動車両が制動中に旋回を開始した場合の、回生トルクの量、油圧ブレーキの
油圧、および電動車両の減速加速度の変化を示すタイミングチャートである。
【００３９】
　まず、時刻ｔ０において、運転者がアクセルペダルを開放すると、アクセル回生トルク
が発生し、回生ブレーキによる制動が開始される。このとき、油圧ブレーキによる制動は
行わないため、油圧は最小値となっている。その結果、減速加速度はアクセル回生分のみ
となる。
【００４０】
　続いて、時刻ｔ１において、運転者がブレーキペダルを踏下すると、ブレーキ回生トル
クが発生し、回生ブレーキによる制動量が増加する。このとき、電動車両は旋回しておら
ず、エネルギ効率を向上させるために、ブレーキ回生トルクを制限しない。そのため、油
圧ブレーキによる制動は不要であり、油圧は依然として最小となっている。以上より、減
速加速度は、アクセル回生分とブレーキ回生分の和となる。
【００４１】
　その後、時刻ｔ２において、運転者が操舵を開始すると、電動車両は旋回を開始する。
すると、横加速度に応じたブレーキ回生トルクの上限値が算出される。このブレーキ回生
トルクの上限値は、電動車両の旋回量が増加するに従って減少する。よって、ブレーキ回
生トルクは、この上限値に制限されて、ブレーキ回生トルクの上限ラインに沿って減少し
ていく。
【００４２】
　ブレーキ回生トルクが減少するに従って、制限したブレーキ回生トルクの減少分を油圧
ブレーキで補充する。すなわち、油圧ブレーキの油圧は増加し、その結果、減速加速度は
一定であるが、減速加速度のうちブレーキ回生分が減少し、油圧ブレーキ分が増加してい
く。
【００４３】
　時刻ｔ３において、電動車両が旋回中に車輪のロックが発生すると、ブレーキ回生トル
クをカットし、油圧ブレーキによる制動に移行する。すなわち、回生トルクは、アクセル
回生トルクのみとなり、油圧ブレーキの油圧は上昇し、時刻ｔ４において、所定値となる
。
【００４４】
　ここで、油圧ブレーキの油圧は、車輪がロックする時刻ｔ３以前から増加しているため
、油圧を所定値まで上昇させる時間は、時刻ｔ３から時刻ｔ４までの期間となるが、油圧
が最小の状態から所定値まで上昇させる場合に比べて、短時間となる。
【００４５】
　この油圧の上昇にかかる時間は、短くなるほど減速加速度の低下を抑えられる。すなわ
ち、減速加速度の時刻ｔ３から時刻ｔ４までの期間における黒塗り部分は、電動車両の安
定性を低下させる要因となるため、できるだけ小さくすることが望ましいが、このように
車輪がロックした時点で油圧ブレーキ分の減速加速度をある程度確保したので、電動車両
の安定性を向上できる。
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【００４６】
　本実施形態によれば、以下のような効果がある。
　（１）電動車両１が旋回を開始した後に車輪８０がロックしても、車輪８０がロックし
た際には、油圧ブレーキ３０による制動量が十分確保されているので、油圧ブレーキ３０
による制動に円滑に移行でき、電動車両１を安定させることができる。
【００４７】
　（２）横加速度が大きくなるに従って、ブレーキ回生量の上限値を小さくしたので、回
生量を確保しつつ、油圧ブレーキ３０による制動に円滑に移行できる。
【００４８】
　（３）油圧ブレーキ３０は、制動力を得るための油圧の上昇に時間がかかるので、横加
速度に応じて予め油圧を上昇させておくことで、より有効に電動車両１を安定させること
ができる。
【００４９】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施形態に係る電動車両の概略構成を示すブロック図である。
【図２】前記実施形態に係る横加速度とブレーキ回生トルクの上限値と、の関係を示す図
である。
【図３】前記実施形態に係る電動車両のブレーキ制御を示すフローチャートである。
【図４】前記実施形態に係る回生トルク算出処理のフローチャートである。
【図５】電動車両が制動中に旋回を開始した場合の、回生トルクの量、油圧ブレーキの油
圧、および電動車両の減速加速度の変化を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
【００５１】
　１　　電動車両
　１０　モータ
　２０　車輪ロック検出部（車輪ロック検出手段）
　３０　油圧ブレーキ（制動装置）
　４０　ブレーキ分配制御部（制動手段）
　５０　横加速度センサ（旋回量検出手段）
　６０　回生トルク算出部（ブレーキ回生上限値算出手段）
　７０　モータ制御部（ブレーキ回生制限手段）
　８０　車輪
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